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「児童相談所における心理職員の

配置状況と業務量・内容に関する調査Jについて



平成 19 年度全国児盤相談所長会委託調査
児童相談所における心理駿員の毘置状混と業務畳・内容に関する調査の概要

（速報版）

（主任碕究者〉才材結｛日本子ども家庭総合研究所ソーシャルワーク研究担虫館長）
〈研究協力者）楓本軍｛日本子ども家庭総合研究所研惨生、神奈川県保健福祉部）

有村大士（日本子ども家庭総会曹提訴研究員〉

1 .調査の目的
子ども虐待の問題が深刻化する中、初期対応の強記や家族再統合援助的促進など、先輩

相談所にはますます高度な専門性が求められ、更なる機能強記が必要となっている。この
ような現状を踏まえ、児業心理司得心理職について、平成 18 年度の国の f今後の児蛍家庭
相談のあり方に関する研究会j では、児童福祉問 3 人当たり児童心理胃 2 名の配置を目安
にし、さらには関数金目ざして配震すべきことが明記された。本研究は、このような状況
を踏まえ、心理職について、現状の配置状況や業務輩、業務内容を抱擁し、問題点・課題
を整理するとともに、児童相談所の体観強化に向けて、其体的な議論を行っていくための
基礎的資料を得ることを倒的とした。

2. 調査お実施主体
全国児麓相談所長会の委託を受けて、才村純〈日本子ども家庭総合研究所）が主任研究

者となり、鴇査を実施した。

3. 語表方法
都道府県、政令指定都市、児童相談所を設置している中核市の児意相談所｛全 195 ヵ所）
を対象とし、児童相談所児童心理司等心理識の配置状況、職員の職務状況、及び児童相続
所長の専門性に対する評缶と認織に関して調査票を作成し、郵送法にて髄査を行った。

4. 調査票及び謂査票記入要項
別紙のように、調査票は 3 部構成とした。

5. 問答状源
調査票送付児童相談所数 195 ヵ所のうち回答のあった児麓相談所は 144 ヵ所（回収率

73.8%）であった。

6. 結果の概要
平成 16 年の児輩福祉法改正で児童相談体制が見直され、相談の一義的な窓口が市町村に

移与、児童相談所は、要保護’挫の高い器難事例への対応並びに市町村支援という役裂を求
められることになった。虐待事例に対しては、子どもの安全確保のための強権的な対応と、
再統合支援の開方を確実に実行することが要請されている。児態相談所が震かれているこ
のような罰難な状況において、心理職員の適正配置や専門性の確保を図るには、今後、心
理業務担当職員とソーシヤルワーカーの聞での業務分担のあり方をはじめ、児意相談所に
どのような役審jや機能が求められているのかについてのグランドヂザインを措出し、その
上で、そもそもどのような専門性を児童相議所の心理識に求めるかについての検討を行な
っていく必要がある。このような本質論を踏まえた上での議論が必要ではあるが、本報告
書においては今関の調査において明らかになったいくつかの点に絞って考察を加えている。
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( 1) 児窓桔談話における児童む理司の役諒
今回得られたヂ…タに統計的な分析（クラスター分析：まだ分類されていない対象
を似たもの同士からなるいくつかのグループに分類することを目的とした統計手法）
を加えたところ、心理識は、大きく 4 つのタイプに分類されることがわかった。 G療
育手誤判定の比率が高い心理職、＠対保護者、在宅支援の比率が高い心理職、③一時
保護時の間行、家庭復婦支扱操務、関係機関との連携、会議の比率が高い心理職、§
子どもに対しての偲別ケ｝ス対応が多い心理職である〈表 1)。これらの内＠タイプ、つ
まり子ども対応が中心の心理職の数が多く、②タイプ、つまり保護者支擦を行なって
いる心理職は纏めて少なくなっている。
このことは、タイムスタディの結果（表 3）からも明らかであるe すなわち、心理職の

業務としては子どものアセスメントが一番多く、次に子どもへの心理面接と続く骨保
護者のアセスメン九樺護者への心理面接はほとんど取り組まれていない。
しかし、今般の児議議持防止法改正においても、措置解除時の判断における保護者

指導の効果の勘鍋などが盛り込まれるなど、保護者への指導・支援が強く求められてお
り、現に児麓相談所長の心理識に対する期待についても f虐待をする、あるいはりスク
のある競へのカウンセリングj f滋待のアセスメントj f家族再統合に向けてのペアレン
ティングjなど、意待事例に係る親支援やアセスメンドが上位を占めている（表 2）。
いずれにしろ、虐待事例における保護者への指導・支援は心理識にとっても喫緊の課

題である。
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※統計的な分析の結築、平均値の有意な差が認められ、もっとも上位のグループを網掛けした。
例えば、 f一時保護跨の詞行j であれば、③群が最も高く他の群との有意義がある。

表 2. 令後の要充実性｛児震観設所長の回答 8段醸評冊で数字が大きいほど党県性が窪まれている）

平均値 最瀕鑑
~理織としての基本能態度（愉理観・知譲・経験・自己管理〉 4.51 5 

ii)理議としての革本的態震〈心理分野以外の分野への関心・見滋〉 4.46 5 

心理面接iこよるアセスメント〈軍強披術・問題点、背景の理解〉 4.74 5 

心理検査によるアセスメント〈各種検査の興施・診善寺〉 4.75 6 

心現療法の技街のレベJl,,J:内容〈習熱度・技街指導力〉 4.88 5 

心躍臓としての関連知機（線物集会語法令・法的対lit) 4.57 5 

関鏡槌関との連議ねーヂィネー十能力つンサルテーシ重ン能力等） 4.75 5 

克相外の関係機関へのコンサルテーシ議ン能力（虐待を含む複雑事例への対応〉 4.86 5 

虐待のアセスメン判外議・愛着・躍旗随諜｝ 5.04 6 

最脅を受けた子どものケア 5.05 5 

最待費する、あるいはリスクの為る貌へのカウンセヲング 5.14 事

風特をする親へのグループ指導 4.63 5 

家牒碍統合に向けてのペアレンティング 5.04 5 
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表 3.1'イムスタディ｛カテゴワ－iJ割合%）
項目 平均趨 計

? 子ども A. i器製ケース対応（対子ども／診街宙擁｝ 4.4" 43.61覧

i? A. 強調ケース対応｛対子ども／rt.>組織姫観察｝ 8.3" 

ス A. 摺灘ケース対露｛対子ども／記録作成〉＊ 16.51発

メ E その他（療商事犠鵠定業務） 10.保

ン 転その他｛特製環意義護手識判定業務｝ 1.4努

ト 民その他（3怠莞等務掛悌鯵） 2.91 

保護者 A 個別ケース対応｛対保腹帯／鯵顕晋接） 1.11 4.0施

A. 鑓恕ケース対恋｛対保践者／心理検査観察） 0.2覧

A 強調ケース対応（対保護者／語録作成）本 2.7% 

鶴子 A. 題到ケース対応〈察車復揚支接諜輯／蝶趨復接・黒親義低アセスメント｝ 0.4" 0.8首

A. i冒剖ケース対応〈恕擁護婦支偉業務／提誌作成〉 0.4" 

心 子ども A. 摺別ケース対応〈対子ども／心理毒去、カウンセリング、助言議導〉 8.9気 26.3誌

理 A 個別ケース持率〈対子ども／繍覆撞設・星観家庭への照行・運会） 0.9" 

療 A. 個癖iケース対応｛対子ども／舘録雑誌｝傘 16.5完

法 保護者 A. 個瀧ケース対車｛対保聾者／認識脅威）事 2.7誌 9.6‘ 
導 A. 器製ケース対応（対保護者／心理錦織、カウンセリング、劫哲指噂｝ 4.8% 

A. 彊恕ケース対応〈磁場支援／家庭訪問・助設指導〉 0.91 

A. 留爵ケース対応〈寵議実績／家庭への常鋸逮絡・助君指導｝ 1.21 

現寺 A. 館関ケース対Jt（義宅3託銀／寂庭訪問・助言指導） 0.9気 2.7完

A. 倒別ケース対窓｛窪宅支錨／I家庭への寝話連絡網助営指導｝ 1.2% 

A. 個別ケース詩窓〈家庭復帰支接S義務／語録作成） 0.4% 

A. 個溺ケース対窓〈智麿復樺支援業務／穂綿能義挺畿の訪問場機助） 0.2" 

地 A. 摺思ケース対Jt（対子ども／護霊箆控・思観躍禽話会｝ 1.2覧 8.2嘗

場 A. ｛臨調ケース対応〈対子ども／露盤職員・里親との連絡調盤） 1.2% 

鍾 A. 鑓剖ケース対応｛提唱支援／市町村との連義務襲〉 0.8覧

助 A 個別ケース持Jt（在宅支援／傑宵所・幼種醤・学技との漣絡瀦整｝ 1.6気

A. 姻)l!Jケース対Jt（妾宅支援／その俸の接関と岳連絡踏襲｝ 0.6気

A. 個蹴ケース対窓｛家庭復帰支援業務／i護所施践との連接麗韓〉 0.1努

A. 値踏ケース対応｛標鹿観婦支援象務／地械の社会費震と命運籍制強） 0.1覧

B. 関係接関との遺憾（市町村との連鋳鋼艶） 0.7覧

B. 欝犠謹留との連掛｛児撹諸経抱強との連絡韻鰭＊支援指導｝ 1.0" 

臥関様接関との連携〈諜費指・幼韓間・学技との逮籍溺鰭｝ 0.7" 

a 関係機関との連携〈その鵠の機関との連籍欝整｝ 0.4" 

そ C. 会館（所内金畿｝ 8.2% 15.鱒

の c. 会蹄｛都道蜂察軍内兎相心理蟻金畿｝ 0.6" 

健 C. 会櫨｛外部議関との漉絡会揺｝ 1.2% 

c. 会線｛そ母也の会機｝ 0.7笥

民その愈｛都道府県独農事業等対応時間数｝ 1.3漏

E その鵠｛協心理職へのスーパーパイズ・前線害事｝ 1.1" 

E. その他｛その他｝ 2.1" 

A 個別ケース対応〈家麗護婦支鍛業務／家語、地場調査） 0.2" 

一時保臨時の関持 0.4完

事個別'T…ス対応｛対子ども／箆録樟成〉と倒別ケース対露｛対傑観者／記録倖感｝誌、分類闘艇のたlb重複計上
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(2 ）望まれる児童心理司の増員と体制整備
児童福祉司 1 人あたりの相談受理件数の平均は 98.4 ケースであるのに対し（表 4）、
児童心理司 1 人あたりの相談受理件数の平均は 134.0 ケースとなっている（表 5）。
児童福祉司に対する児童心理司（常勤専任）及び心理療法担当職員（常勤専任）の
比率を見てみると、児童福祉司 3人に児童心理司 1 人という割合をかろうじて上回る
程度であり（表 6: G/(A+B））、 『今後の児童家庭相談のあり方に関する研究会J で提言
された児童福祉司 3 人当たり児童心理司 2 名の配置には程遠かった。また、 『児童心
理司j の平均は 11. 3 人であったが、『常勤専任J としての配置となると、そのうち 3.2
人にとどまり（表 5）、児童相談所の児童心理司は非常勤職員や嘱託職員に負うところが
大きいことが明らかになった。

表 4. 配置している児童福祉司数 表 5.E置している児童心理司数

平均値 平均値

児童福祉司数（ケース担当） 9.0 常勤専任 3.2 

児童福祉司数（ケース担当なし） 0.8 兼務：児相業務従事平均時間

児童福祉司数 9.8 による［常勤換算］ 2.8 

ケース担当 1 人あたりの相談受
98.4 

理件数

常勤・兼務以外：平均勤務時
聞による［常勤換算］ 5.3 

ケース担当 1 人あたりの虐待相
11.4 

談受理件数
児童心理司 11.3 

児童心理司 1 人あたりの相談
受理件数 134.0 

児童心理司 1 人あたりの虐待
相談受理件数 15.1 

表 6. 職員配置の合計値

合計

A 児童福祉司（常勤／ケース担当） 1,248 

B. 児童福祉司（常勤／ケース担当なし） 76 

c. 児童福祉司数 1,404.0 

D. 相談員（常勤／ケース担当） 84 

E. 相談員（常勤／ケース担当なし） 56 

F. 相談員 1,070.7 

G. 児童心理司（常勤専任：人数） 458 

H. 児童心理司 1,622.5 

l 心理療法担当職員（常勤専任） 33.0 

J. 心理療法担当職員 273.3 

K. 一時保護所心理療法担当職員 221.3 
※兼務、非常勤、嘱髭は常勤換算した値を使用

また、一時保護所に心理療法担当職員を配置している児童相談所は 32 ヵ所（22. 2指）
であり、 『常勤専任J に限ると『あり J 3 ヵ所（2. 1%）にとどまっている（表 7）。虐待
事例では子どもの行動等に問題が表出するケースもあり、対応に苦慮する場合も多い。
一時保護所においても行動の背景にある心理的な問題を分析しながらきめ細かい対応
が必要である。従って、一時保護所における心理職の配置の促進を一層図る必要があ
る。
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様 7. 一時義議所心理療法担当議員の臨世
おり なし

度数 割合 度数 割合
常動専器 3 2.1% 141 97.9% 

兼務 。 。% 144 100% 

常勤・兼務以外 35 24.3% 109 75.7% 

一時保緩所心理療法強調職員の毘霊 32 22.2% 107 74.3% 

心理担当嫌務の充実が求められている中で、フジ｝アンサーからは、人員不足や体
制の境弱さが多くの児童相談所かち異口同音に諮られている。また、常勤配置がなさ
れていないことの弊容も数多く指損されている昏とりわけ家族再統合按助などにおい
ては、良好な関孫性そ構築し、連続性を持った支援を保障するためにも心理担当議員
の常勤配罷を推進し、抜本的な増員を図ることが急務である。平成 18 年度の国の r今
後の児麓家産相談のあち方に関する研究会j の議論を反映させ、児童心理奇の記健在
今すぐに児鑑福祉胃と開数にすることは難しいとしても、児童橋祉南 3入に対して児
童心理司を 2人配置することを早急に行なうことが求められる。

(3 ）心瑠損当議員の専門性を控保すること
児盤相談所長から見て、心理職としての基本的態度や心理検査・心理面接によるア
セスメント機能に関する専門性は商く評缶されているが、農待への対応、特に保護者
への支援については不十分と認識されている傾向が明らかになった〈表的。また、虐
待ケ｝スへのアセスメントをはじめ、市町村や関孫機関との良好なネットワーク構築
のためコンサルテーシ認ン機能、コーヂィネ｝ト機能を商めるなど多様な機能が求め
られている。さまざまな機能を発揮するには、療育手帳判定や子どもへの対応に追b
れている今の倖制では極めて態簸であり、抜本的金増員が必要である。
あわせて、心理職員自体の専門性を高める努力も盤喪である。特に、実鐘経験の少
ない児童心理司・心理療法担当職民の専門性を担保するためには、スーパーパイザー
のもとで実践経験を蓄積していくことや、研修機会を確保していくことなどが有効と
思われる。
とちわけ、専門性を担保するうえでスーパ…パイザーの役割は大きい。しかし、 f心

理職へのスーパーパイザー1 人為たちの相談受理件数j は児童謡社司スーパーパイザー
の約 2倍となる平均 1072.3 ケ…スという膨大な数となっている〈表 9、殺 10）。ケース
を担当しながらスーパ｝パイザーの役割を求められている職員も多いため、スーパー
パイザー機能を果たすことは難しいのが現状と言える。心理職員に対するスーパーピ
ジョン体制を確立するためには、児童福祉明スーパーパイザ…の配置基準のように、
児童心理問ス｝パーパイザーにも配置基準を設定し鵠度化することが必要である。
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表 8. 専門性の遼感鹿児童相級所長母国答 6段階評罷で数字が大きいほど逮成政治怖いとももう評笛｝
平均量 最綴飽

む環殺としての基本的態度（倫漉観・知議・経験・自白管理｝ 4.47 5 

心理擦としての器本的態農〈心理分野以外の分野への関心・見議〉 4.01 4 

心理面接によるアセスメント〈冨接技術・開題点、背農の理解｝ 4.30 4 

心理検釜によるアセスメント〈各種検査の興施m診断〉 4.41 5 

心理療法の銭衝のレベルと肉容〈饗熱度・技術指導力〉 3.89 4 

0現職としての関連知識（議物・各議議令・法的対応〉 3.34 3 

関係機関との連議｛コーディネート麓完・コンサルテーシ護ン能力等） 3.63 3 

見積外の関係機関へ命コンサルテーシ2ン能力（感締を含む複雑事例への持臨〉 3.53 4 

虐待のアセスメント（外様・愛着・家族関諜〉 4.02 4 

虐待を受けた予どものケア 3.94 4 

慮待をする、あるいはリスクのある親へのカウンセヲング 3.33 3 

虐待をする袈へのグ）a,-プ指導 2.48 

家旗再統合へ禽けてのペアレンチィング 2.89 3 

表 9. 麗寵している児童福桂奇スーパーパイザー 嫌 10. 毘寵している心理駿へのスーパーバイザー
平会事笹 平均謹

間置し℃いる兎童福祉笥スーパーパイ
0.7 

ザベケース華道）
記置しているb現職へのスーパ－1fイ

0.2 
ザー（ケース担議〉

思置している克章構祉瑚ス－1fーパイ
1.7 

ザー
E置している心理鞍へのスーパ－1 ＼イ

0.4 
ザー

記霊している児賞謡桂司スーパーパイ
535.4 

ザ－1 人あたりの相談受理件数
毘置している心理職へのスーパーパイ

1072.3 
ザ－1 人あたりの棺談受寝件数

間寵している児童福祉腎ス－1~－パイ
毛2.1

ザ－1 人あたりの虐待相談受穏件数
記澄している心理職へのスーパ－Ifイ

109.1 
ザ－1 入あたりの描待桔臨受理件数

6 
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｛調査票A]
児童相談所における心程職員の毘置状況と業務畳・内容に関する調査

先般の国のf今後の児蜜家盛桔談のあり方に関する研究会J （平成18年4月28日〉では、児童
相議所においては児童福祉司3人当たり児童心理司2名の恕置を目安にし、さらには同数を目
ざして配置すべきことが明記されました。
本研究は、この提雷を受けて、心理職印配置数や、児童福祉司と児童心理胃の割合につい
ての実態を把握し、業務肉容・最の棺関関係を中心に解折を行ない、児童心理司等心現職員
地問置の要望につなげることを目的とします。年度来のお忙しい中誠に申し訳ありませんが、
ご協力の程よろしくclS騎いいたします。

本研究に関するお問い合わせ先：日本子ども家庭総合研究所有村〈アリムラ〉
TEL: 03-3473-8347 /FAX: 03-3473-8408/E-mail: arimu@mac.com 
※なお、繋がもない場合もごぎいますので、なるべくE司mail、 FAXIこてお問い合わせくださ乞

い。

自治体名：【 児章相談所名：｛

【フェイスシーは
Ql. 質所の管轄人口と18識朱溝人口をご記入下さい。〈小数点第1位を四捨五入〉

管轄人口！ i千人 18歳悲満人口 l ！千人
※人口i玄、総務省統計局f人口推計丹報j平成18年9月 1 日現在〈徳定値〉による。

Q2.18年度上半期（4月～9月〉の相談受理件数をご記入下さい。

養謹ケース 身体的 ネグ議院的 心理的 葬行ケース 査の他

Q3. 寵置されいている児章福祉司、及び児童福祉司スーパーパイザ一等の人数をご記入下さい。
常勤 常勤以外

ケース担当 ケース担当なし

ケース 平均勤務時間 平均勤務時間
ケース 担畿な による による
担当 し 人数 〔常勤換算〕 人数 〔常勤換算〕

見護福祉問

急 人 人 人 人 人 人

相談員

人 人 人 人 人 人

心理職へのス－1 ＜ーパイザー

人 人 人 人 人 人

児章福祉司スーパーバイザー

人 人 人 人 人 入
※児童謡証胃xーパーパイザーに換算した人数は、児童鑓祇萌の人数！こ加算しないでください。



司ーー ー・ ，ー・』’晶孟孟孟』司・ー’・・F 『．．司F 司咽，F 司・＂－...... ,’..... .，司司・ ・F --....... ... ，司・ ・F 曹 司．

司F ~’・・・ ---”” 常勤専但 兼務 常勤・兼務以外

平児均相時業聞務に従よ事る 平均勤こよ務る時聞
’ 

職名 人数 人数 ［常勤換期 人数 〔常勤換算〕

児童心理司
人 人 人 人 人

心理職へのスーパ－J《イザー
人 人 人 人 人
-

児童福祉司ス－1~－1《イザー
人 人 人 人 人

心理療法担当職員
【職名：

人 人 人 人 人

心理療法担当職員
【職名：

人 人 人 人 人

心理療法担当職員
【職名：

人 人 人 人 人

心理療法担当職員
【職名：

人 人 人 人 人

心理療法担当職員
【職名：

人 人 人 人 人

一時保護所心理療法担当職員
【職名：

人 人 人 人 人
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意 連 診
寵 絡 街
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児童相談所名：｛
｛型車1豊里00安』記入室室.I!~ただしJ期間jの特に記入金轟轟項爵については額錯する期間を喪ご記入下さもL E整担lA饗犠1監堕i
A.錯期ケース対応

対保観者 在宅文様 家路復掃支援襲務 B.関係接関との迎鵠 0.会纏 D.研修 ιその飽 ~騒i務0>）関！探お｝金｝ (a) (a) Jbl 盆〕
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